
医療機関の更新のみなし規定 

 

 

生活保護法 (指定の更新) 

 

第四十九条の三 第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ

つて、その効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」

という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効

期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効

期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

４ 前条及び健康保険法第六十八条第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この

場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

 

健康保険法 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新) 

 

第六十八条 第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、そ

の効力を失う。 

２ 保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省

令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月ま

での間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。 

 

 

生活保護法施行規則 (厚生労働省令で定める指定医療機関) 

 

第十条の五 法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定

める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医

師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険薬剤師をい

う。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設

者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受け

た日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属

する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に

従事しているものとする。 

 

 

 


